
島 根 県 報号外第��号 平成��年�月��日 (�)

� �

� �

島根県個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則 （総 務 課） �

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を （職 員 課） �

改正する規則

島根県住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則 （市 町 村 課） �

島根県農業技術センター分析等に関する規則 （農 業 経 営 課） ��

� �

島根県農業技術センター分析規程の廃止 （農 業 経 営 課） ��

島根県しまねの味開発指導センター分析等実施要綱の廃止 （ 〃 ） ��

� �

島根県住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程の一部改正 （市 町 村 課） ��
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平成��年�月��日 (金)

�� � ���
(毎週火・金曜日発行)

�������������	
������	����

��	
��������

◇���������������� !"#$%��（規則第�号）

� 規則の概要

実施機関に公安委員会及び警察本部長を加えることに伴う規定の整理及び審査請求書の様式の追加を行う

こととした。（第�	条・様式第
号関係）

� 施行期日

平成��年�月�日から施行することとした。

◇&'�&()�*+,-�.(��/0123�45$%������� !"#$%��（規則第号）

� 規則の概要

� 公務災害補償等認定委員会の庶務は、総務部人事課において処理することとした。（第
条関係）

� 県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者は、届出に係る事実を証明する書類その他の資料の一

部の添付を省略することができることとした。（第��条関係）

� その他規定の整理

� 施行期日

平成��年�月�日から施行することとした。

◇���6789:;<��=��� !"#$%��（規則第��号）

� 規則の概要

� 知事が本人確認情報を利用する場合における手続等について定めることとした。（第�条関係）

� 知事以外の執行機関が知事から本人確認情報の提供を受ける場合における手続等について定めることと

した。（第�条関係）

� 知事以外の執行機関への本人確認情報の提供方法を定めることとした。（第
条関係）

� 知事が本人確認情報を利用することができる事務を定めることとした。（第��条・別表第�関係）

� 知事以外の執行機関が本人確認情報の提供を受けることができる事務を定めることとした。（第��条・
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島 根 県 報

� �

島根県個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������

島根県個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則

島根県個人情報保護条例施行規則（平成��年島根県規則第��号）の一部を次のように改正する。

第��条中「昭和��年法律第��	号）」の次に「第
条に規定する審査請求をしようとする者は審査請求書（様式第


号）を、同法」を加え、「ものは、」を「者は」に、「様式第
号）を」を「様式第�号）をそれぞれ」に改める。

様式第
号を様式第�号とし、様式第�号の次に次の様式を加える。

号外第��号 平成��年�月��日(�)

別表第�関係）

� その他規定の整理

� 施行期日

平成��年�月日から施行することとした。

◇���	
��������������（規則第��号）

 規則の概要

� 農業又は食品に関する分析又は試験（以下「分析等」という。）を依頼しようとする者は、分析等依頼

書に試料を添えて島根県農業技術センターの長（以下「所長」という。）に提出しなければならないこと

とした。（第�条・様式第号関係）

� 所長は、分析等を行う必要がないと認めたとき、又は分析等を行うことができないときは、依頼に応じ

ないことがあることとした。（第�条関係）

� 所長は、分析等が完了したときは、分析等成績書を当該分析等を依頼した者に交付することとした。

（第�条・様式第�号関係）

� 食品に関する分析又は試験について分析等成績書の複本の交付を請求しようとする者は、成績書複本交

付申請書を所長に提出しなければならないこととした。（第�条・様式第�号関係）

� 施行期日

平成��年�月日から施行することとした。
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島 根 県 報号外第��号 平成��年�月��日 (�)

�����（第��条関係）

審 査 請 求 書

年 月 日

（実施機関） 様

審査請求人 住所又は所在地

氏名又は名称 印

（ 年 月 日生 歳）

年 月 日付け 第 号 で通知があった処分について、次のとおり審査請求をします。

（日本工業規格Ａ�判）

審 査 請 求 に 係 る 処 分

審査請求に係る処分があった

ことを知った年月日

審 査 請 求 の 趣 旨

審 査 請 求 の 理 由

審査請求ができることの教示

の有無及びその内容

備 考



島 根 県 報

� �

この規則は、平成��年�月�日から施行する。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

�������	

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（昭和��年島根県規則第��号）の一部を次のよ

うに改正する。

第�条中「きいて」を「聴いて」に改める。

第	条第
項中「総務部職員課」を「総務部人事課」に改める。

第��条第�項に次のただし書を加える。

ただし、県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者は、第�項第�号及び第�号ア（条例第��条第�項第	号

に限る。）並びに第�項に規定する場合に、その事実を証明する書類その他の資料の添付を省略することができる。

� �

この規則は、平成��年�月�日から施行する。

島根県住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

������
�	

島根県住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則

島根県住民基本台帳法施行細則（平成��年島根県規則第�号）の一部を次のように改正する。

第�条中「、住民基本台帳法施行規則」を「及び住民基本台帳法施行規則」に改め、「及び住民基本台帳法施行条例

（平成��年島根県条例第��号）」を削り、「という。）」の次に「及び住民基本台帳法施行条例（平成��年島根県条例第

��号。以下「条例」という。）」を加える。

第
条第�項中「第�条第�項」を「第�条第�項」に改め、同条を第��条とする。

第	条第�項中「第�条第�項」を「第�条第�項」に改め、同条を第�条とし、第�条から第�条までを�条ずつ繰

り下げ、第�条の次に次の�条を加える。

（用語の定義）

�� この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

� 本庁等 島根県行政組織規則（平成��年島根県規則第�号）第��条第�項及び第�項に規定する課等、島根県教育

庁等組織規則（昭和��年島根県教育委員会規則第�号）第
条に規定する課、県議会事務局、人事委員会事務局、監

査委員事務局、労働委員会事務局並びに警察本部をいう。

� 地方機関 島根県行政組織規則第�条に規定する地方機関をいう。

（本人確認情報の利用）

�� 本庁等及び地方機関の長は、法第��条の�第�項の規定に基づき、本人確認情報を利用しようとするときは、本

人確認情報を利用する事務の内容、職員その他の事項を記載した書面を提出して、毎年、知事が定める者の承認を受け

なければならない。承認を受けた内容を変更しようとするときも、同様とする。

� 本人確認情報を利用する本庁等及び地方機関の長及び職員は、法令等を遵守し、本人確認情報の漏えい、滅失及びき

号外第��号 平成��年�月��日(�)



島 根 県 報

損の防止に努めるとともに、前項の承認を受けた事務以外の事務の処理に関し本人確認情報を利用してはならない。

� 本人確認情報を利用する本庁等及び地方機関の長及び職員は、知事が定める者が実施する本人確認情報の利用に関す

る研修を受講するものとする。

� 本人確認情報を利用する本庁等及び地方機関の長は、毎月の本人確認情報の利用状況を知事が定める者に報告しなけ

ればならない。

（知事以外の執行機関への本人確認情報の提供）

��� 前条の規定は、本庁等及び地方機関の長及び職員が法第��条の�第�項の規定に基づく本人確認情報の提供を受

ける場合について準用する。

（本人確認情報の提供方法）

��� 条例第�条の規定による保存期間に係る本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回

線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並び

に磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準（平成��年総務省告示第���号）によるものとする。

第��条の次に次の�条を加える。

（本人確認情報の利用に係る事務）

���� 条例別表第	に規定する規則で定める事務は、別表第	の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める事務と

する。

（知事以外の執行機関への本人確認情報の提供に係る事務）

���� 条例別表第�に規定する規則で定める事務は、別表第�の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める事務と

する。

附則の次に別表として次の�表を加える。

���	（第��条関係）

号外第��号 平成�
年�月��日 (�)

区 分 事 務

	 条例別表第	の	の項

の規則で定める事務

宗教法人法（昭和�年法律第��号）第��条第�項の規定による書類の写しの提出

に係る宗教法人の役員の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認

� 条例別表第	の�の項

の規則で定める事務

� 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応

答

� 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係

る事実についての審査

� 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又

は氏名若しくは住所の確認

� 条例別表第	の�の項

の規則で定める事務

� 補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応

答

� 補償を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係

る事実についての審査

� 補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存

の事実又は氏名若しくは住所の確認

� 福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対す

る応答

� 福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給の要件に係る申出若し

くは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

� 福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給を受けている者又はそ

の支給対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認



島 根 県 報号外第��号 平成��年�月��日(�)

� 条例別表第�の�の項

の規則で定める事務

� 県民税、事業税、不動産取得税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税、鉱区

税、自動車取得税、軽油引取税又は狩猟税の賦課に関する次に掲げる者の生存の事

実又は氏名若しくは住所の確認

ア 納税義務者若しくは納税義務があると認められる者（以下この項において「納

税義務者等」という。）又は特別徴収義務者

イ 納税義務者等又は特別徴収義務者が法人である場合は、その法人（当該法人が

合併した場合には、当該合併後存続する法人又は合併により設立された法人を含

む。）の役員

ウ 納税義務者等又は特別徴収義務者の相続人

� 県民税、事業税、不動産取得税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税、鉱区

税、自動車取得税及び軽油引取税並びにこれらに係る延滞金、過少申告加算金、不

申告加算金、重加算金及び滞納処分費（以下この号において「県税等」という。）

の徴収に関する次に掲げる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認

ア 納税義務者等若しくは特別徴収義務者又はこれらの第二次納税義務者若しくは

保証人（以下この号において「納税者等」という。）

イ 県税等の納税者等が法人である場合は、その法人（当該法人が合併した場合に

は、当該合併後存続する法人又は合併により設立された法人を含む。）の役員

ウ 県税等の納税者等の相続人

エ 県税等の納税者等が有する財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、地上

権、賃借権その他の権利を有する者

オ 県税等の納税者等が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となっているも

のの権利者

カ 県税等の納税者等が有する財産を占有している第三者及びこれを占有している

と認めるに足りる相当の理由がある第三者

キ 県税等の納税者等に対し債権若しくは債務があり、又は納税者等から財産を取

得したと認めるに足りる相当の理由がある者

	 条例別表第�の	の項

の規則で定める事務

� 産業廃棄物減量税の賦課に関する次に掲げる者の生存の事実又は氏名若しくは住

所の確認

ア 納税義務者若しくは納税義務があると認められる者（以下この項において「納

税義務者等」という。）又は特別徴収義務者

イ 納税義務者等又は特別徴収義務者が法人である場合は、その法人（当該法人が

合併した場合には、当該合併後存続する法人又は合併により設立された法人を含

む。）の役員

ウ 納税義務者等又は特別徴収義務者の相続人

� 産業廃棄物減量税並びにこれらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、

重加算金及び滞納処分費（以下この号において「産業廃棄物減量税等」という。）

の徴収に関する次に掲げる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認

ア 納税義務者等若しくは特別徴収義務者又はこれらの第二次納税義務者若しくは

保証人（以下この号において「納税者等」という。）

イ 産業廃棄物減量税等の納税者等が法人である場合は、その法人（当該法人が合

併した場合には、当該合併後存続する法人又は合併により設立された法人を含

む。）の役員



島 根 県 報号外第��号 平成��年�月��日 (�)

ウ 産業廃棄物減量税等の納税者等の相続人

エ 産業廃棄物減量税等の納税者等が有する財産上に質権、抵当権、先取特権、留

置権、地上権、賃借権その他の権利を有する者

オ 産業廃棄物減量税等の納税者等が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的と

なっているものの権利者

カ 産業廃棄物減量税等の納税者等が有する財産を占有している第三者及びこれを

占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者

キ 産業廃棄物減量税等の納税者等に対し債権若しくは債務があり、又は納税者等

から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者

� 条例別表第�の�の項

の規則で定める事務

ゴルフ場利用税又は軽油引取税に関する犯則事件の調査に関する犯則嫌疑者又は参

考人の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認

	 条例別表第�の	の項

の規則で定める事務

火薬類取締法（昭和�
年法律第���号）第��条第	項において準用する同法第��条

第	項の規定による火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の書換

えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

 条例別表第�のの項

の規則で定める事務

高圧ガス保安法（昭和��年法律第���号）による製造保安責任者免状若しくは販売

主任者免状の交付若しくは再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査

又はその申請に対する応答

� 条例別表第�の�の項

の規則で定める事務

� 島根県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和��年島根県条例第��号。以

下この項において「条例」という。）第�条第�項の登録の申請の受理、その申請

に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

� 条例第�条第�項の登録の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審

査又はその申請に対する応答

� 条例第	条第�項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審

査

�� 条例別表第�の��の項

の規則で定める事務

産業廃棄物の排出の抑制、減量、再生利用等に資する施設等でその機能が効果的か

つ先進的なものを設置し、又は改造する者に対する補助金の交付に係る事業計画書の

受理、その事業計画書に係る事実についての審査又はその事業計画書に対する応答

�� 条例別表第�の��の項

の規則で定める事務

産業廃棄物の数量を正確に計量しその取引における透明性を確保するため、産業廃

棄物搭載車両計量装置を設置する廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和�
年法律

第���号）第��条第�項の許可を受けて産業廃棄物の処分を業として行う者に対する

補助金の交付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に

対する応答

�� 条例別表第�の��の項

の規則で定める事務

農薬取締法（昭和��年法律第��号）第条第�項又は第�項の規定による届出の受

理又はその届出に係る事実についての審査

�� 条例別表第�の��の項

の規則で定める事務

肥料取締法（昭和�
年法律第���号）第��条第�項若しくは第�項又は第��条第�

項若しくは第�項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

�� 条例別表第�の��の項

の規則で定める事務

家畜改良増殖法施行令（昭和�
年政令第���号）第�条の規定による申請の受理、

その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

�
 条例別表第�の�
の項

の規則で定める事務

県行治水造林条例（昭和��年島根県条例第�号）による分収に係る造林の契約に係

る土地所有者又はその相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認

�� 条例別表第�の��の項

の規則で定める事務

� 漁船法（昭和�
年法律第���号。以下この項において「法」という。）第�条第

�項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対す
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る応答

� 法第�条第�項の規定による報告の受理又はその報告に係る事実についての審査

� 法第��条第	項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又

はその申請に対する応答

� 法第�
条第�項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又

はその申請に対する応答

�
 条例別表第�の�
の項

の規則で定める事務

� 遊漁船業の適正化に関する法律（昭和�年法律第��号。以下この項において

「法」という。）第�条第�項の登録又は同条第	項の登録の更新の申請の受理、

その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

� 法第�条第�項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

�� 条例別表第�の��の項

の規則で定める事務

漁業研修事業の事業計画書の受理、その事業計画書に係る事実についての審査又は

その事業計画書に対する応答

�� 条例別表第�の��の項

の規則で定める事務

中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律

（平成��年法律第���号）附則第�条の規定によりなお従前の例によることとされる

中小企業設備近代化資金の貸付けを受けた者若しくはその相続人又は貸付けを受けた

者の連帯保証人若しくはその相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認

�� 条例別表第�の��の項

の規則で定める事務

� 島根県中小企業高度化資金貸付規則（昭和��年島根県規則第��号。以下この項に

おいて「規則」という。）第	条の資金の貸付けを受けた者若しくはその相続人又

は貸付けを受けた者の連帯保証人若しくはその相続人の生存の事実又は氏名若しく

は住所の確認

� 規則第�条の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はそ

の申請に対する応答

�� 条例別表第�の��の項

の規則で定める事務

土地収用法（昭和��年法律第���号）第�条各号のいずれかに該当するものに関す

る事業の用に供する土地（その土地が埋立て又は干拓により造成されるものであると

きは、その埋立て又は干拓に係る河川の敷地又は海底）若しくは当該土地に定着する

物件について所有権を有し、又は当該土地若しくは物件に関する所有権以外の権利を

有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認

�� 条例別表第�の��の項

の規則で定める事務

� 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和�
年法律第��号。以下この項において

「法」という。）第�条第�項の規定による届出の受理、その届出に係る事実につ

いての審査又はその届出に対する応答

� 法第�条第�項の規定による申出の受理、その申出に係る事実についての審査又

はその申出に対する応答

� 条例別表第�の�の項

の規則で定める事務

� 採石法（昭和��年法律第���号。以下この項において「法」という。）第�条の

登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

� 法第�条の�第�項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての

審査

�� 条例別表第�の��の項

の規則で定める事務

� 砂利採取法（昭和�年法律第
�号。以下この項において「法」という。）第�条

の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応

答

� 法第�条第�項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

�� 条例別表第�の��の項

の規則で定める事務

都市計画法（昭和�年法律第���号）第��条第�項又は第	項の許可の申請の受

理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
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����（第��条関係）

様式第�号中「（第�条関係）」を「（第�条関係）」に改める。

様式第�号中「（第�条関係）」を「（第�条関係）」に改める。

様式第�号から様式第�号までの様式中「（第	条関係）」を「（第
条関係）」に改める。

様式第�号中「（第�条関係）」を「（第�条関係）」に改める。

様式第�号及び様式第
号中「（第�条関係）」を「（第��条関係）」に改める。

� �

（施行期日）

� この規則は、平成�年	月�日から施行する。

（島根県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部改正）

� 島根県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則（昭和��年島根県規則第�号）の一部を次のように改正す

る。

第�条に次の�項を加える。

	 県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者は、前項第�号及び第	号に掲げる書類の添付を省略することが

できる。

第�条第�項に次のただし書を加える。

ただし、県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者は、同項第�号及び第	号に掲げる書類の添付を省略す

ることができる。

（島根県中小企業高度化資金貸付規則の一部改正）

号外第��号 平成�年�月��日 (�)

区 分 事 務

� 条例別表第�の�の項

第�号の規則で定める事

務

島根県立高等学校の入学志願者のうち、保護者が県外に居住するもの又は海外から

帰国した生徒等の入学願書の受理、その入学願書に係る事実についての審査又はその

入学願書の提出に対する応答

� 条例別表第�の�の項

第�号の規則で定める事

務

島根県教育委員会奨学資金貸与規則を廃止する規則（平成��年島根県規則第��号）

附則第�項の規定によりなお従前の例によることとされる島根県教育委員会奨学資金

貸与規則（昭和��年島根県規則第��号）第��条第�項の規定による届出又はその届出

に係る事実についての審査

� 条例別表第�の�の項

第�号の規則で定める事

務

高等学校奨学資金貸与規則（平成��年島根県規則第��号）第��条第�項の規定によ

る届出又はその届出に係る事実についての審査

	 条例別表第�の�の項

の規則で定める事務

地方自治法（昭和��年法律第��号）第���条第�項の規定による監査の請求の受

理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

� 条例別表第�の�の項

の規則で定める事務

� 土地収用法（以下この項において「法」という。）第��条第�項（法第��条第

�項において準用する場合を含む。）若しくは第��条第�項（法第���条第�項

（法第��条第�項において準用する場合を含む。）又は第��条第�項において準

用する場合を含む。）の裁決の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又

はその申請に対する応答

� 法第��条の�第�項（法第��条第�項において準用する場合を含む。）の明渡

裁決の申立ての受理、その申立てに係る事実についての審査又はその申立てに対す

る応答

� 法第���条第�項（法第��条第�項において準用する場合を含む。）の協議の確

認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
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� 島根県中小企業高度化資金貸付規則（昭和��年島根県規則第��号）の一部を次のように改正する。

様式第�号別紙�の添付書類�中「抄本」の次に「（県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者は、省略する

ことができる。）」を加える。

（高等学校奨学資金貸与規則の一部改正）

� 高等学校奨学資金貸与規則（平成��年島根県規則第��号）の一部を次のように改正する。

様式第	号の注を次のように改める。

（注） � 該当する区分の番号を○で囲むこと。

� 県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者は、区分欄の�、�、
又は	に掲げる添付書類を省

略することができる。

島根県農業技術センター分析等に関する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

���������

島根県農業技術センター分析等に関する規則

（趣旨）

�	
 島根県農業技術センター（以下「センター」という。）において依頼を受けて行う農業又は食品に関する分析、

試験等については、この規則の定めるところによる。

（分析又は試験の依頼）

��
 農業又は食品に関する分析又は試験（以下「分析等」という。）を依頼しようとする者は、分析等依頼書（様式

第�号）に次に掲げる種類に応じた量の試料を添えて、センターの長（以下「所長」という。）に提出しなければなら

ない。ただし、所長が必要と認めるときは、試料の量を増加させることができる。

� 土壌 �キログラム

� 農業用水 �リットル

� 農作物 �キログラム

� 肥料、食品その他の試料 その都度所長が定める量

（依頼への対応）

��
 所長が分析等を行う必要がないと認めたとき、又はセンターにおいて分析等を行うことができないときは、依頼

に応じないことがある。

（成績書の交付）

�
 所長は、第�条の規定により依頼された分析等が完了したときは、分析等成績書（様式第�号）を当該分析等を

依頼した者に交付する。

� 食品に関する分析又は試験について前項に規定する分析等成績書の複本の交付を請求しようとする者は、成績書複本

交付申請書（様式第�号）を所長に提出しなければならない。

� �

（施行期日）

� この規則は、平成��年�月�日から施行する。

（経過措置）

� この規則の施行の際現にセンターにおいて行う農業に関する分析を依頼している者は、第�条の規定により農業に関

する分析を依頼している者とみなす。

号外第��号 平成��年�月��日(�)
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�����（第�条関係）

分 析 等 依 頼 書

年 月 日

島根県農業技術センター所長 様

住所
依頼者

氏名 �

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

下記のとおり分析等を依頼します。

記

試 料 名

採 取 ､ 生 産 等 を 行 っ た 場 所

採取 ､ 生 産 等を行った年月日 年 月 日

分 析 等 の 内 容 件 数 単 価（円） 手数料（円）

計

収入証紙はり付け欄



島 根 県 報号外第��号 平成��年�月��日(��)

�����（第�条関係）

上記のとおり分析等の結果を証明します。

年 月 日

島根県農業技術センター所長 印

分 析 等 成 績 書

依 頼 者

住 所

氏 名 又 は 名 称

依 頼 年 月 日 年 月 日

試 料 名

採 取 ､ 生 産 等 を 行 っ た 場 所

採 取 、 生 産 等 を 行 っ た 年 月 日 年 月 日

分 析 等 成 績



島 根 県 報号外第��号 平成��年�月��日 (��)

�����（第�条関係）

成 績 書 複 本 交 付 申 請 書

年 月 日

島根県農業技術センター所長 様

住所
申請者

氏名 �

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

分析等成績書の複本を下記のとおり交付願います。

記

収入証紙はり付け欄

交 付 年 月 日 分析等の内容 複本の部数（部） 摘 要

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日
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島根県農業技術センター分析規程（昭和�	年島根県告示第��号）は廃止し、平成��年
月�日から施行する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


島根県しまねの味開発指導センター分析等実施要綱（平成�年島根県告示第�	�号）は廃止し、平成��年
月�日から

施行する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 

������


本 庁

地方機関

島根県住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程（平成��年島根県訓令第��号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第�条第��号中「平成�年島根県規則第��号）第�条第
項」を「平成��年島根県規則第�	号）第�条第�項」に、同

条第��号中「第�条第�項」を「第�条第
項」に改める。

第��条を削り、第��条を第��条とし、第��条を第��条とする。

第�条第�項を削り、同条を第��条とする。

第��条を第�条とし、第�	条を第��条とする。

� �

この訓令は、平成��年
月�日から施行する。

号外第��号 平成��年�月��日(��)


